
改定後 改定前 

第２条（カード担当者、カード利用単位、管

理責任者、カード使用者） 

（略） 

４．会員は、カード担当者及び管理責任者

が、本規約および個人情報の取扱いに関す

る同意条項の内容を理解しており、会員の

責任において本規約および個人情報の取り

扱いに関する同意条項をカード担当者及び

管理責任者に遵守させることを保証し確約

します。   

５．会員は、カード担当者及び管理責任者

の地位等に関するカード担当者及び管理責

任者の紛議については、自己の責任と費用

負担でカード担当者及び管理責任者との間

で解決し、当社に一切の迷惑を掛けないも

のとします。   

６．会員は、カード担当者または管理責任

者が申請した使用者（次項に定める）の届

出、追加、退会、変更等の手続き、及びカー

ド利用枠の届出、変更等は、会員による真

正かつ有効な手続とみなされることに同意

します。 

７．会員は、カード担当者または管理責任

者をして、カード利用単位に所属する役員

または従業員（臨時雇用、嘱託を除く）の中

からクレジットカードを社用に利用する方

を指定して当社に所定の方法で届け出させ

るものとし、当社が適格と認めた方をカー

ド使用者（以下「使用者」という）としま

す。なお、会員は、管理責任者をして、使用

者の届出にあたり、使用者本人に本規約の

内容を示し、理解をさせた上で承認を得さ

せるものとします。 

８．会員は、カード担当者または管理責任

者をして、カード利用単位に所属する使用

第２条（カード担当者、カード利用単位、管

理責任者、カード使用者） 

（略） 

４．会員は、前項の方法で指定した管理責

任者が、本規約および個人情報の取扱いに

関する同意条項の内容を理解しており、会

員の責任において本規約および個人情報の

取り扱いに関する同意条項を管理責任者に

遵守させることを保証し確約します。   

５．会員は、管理責任者の地位等に関する

管理責任者の紛議については、自己の責任

と費用負担で管理責任者との間で解決し、

当社に一切の迷惑を掛けないものとしま

す。   

６．会員は、管理責任者が申請した使用者

（次項に定める）の届出、追加、退会、変更

等の手続き、及びカード利用枠の届出、変

更等は、会員による真正かつ有効な手続と

みなされることに同意します。 

７．会員は、管理責任者をして、カード利用

単位に所属する役員または従業員（臨時雇

用、嘱託を除く）の中からクレジットカー

ドを社用に利用する方を指定して当社に所

定の方法で届け出させるものとし、当社が

適格と認めた方をカード使用者（以下「使

用者」という）とします。なお、会員は、管

理責任者をして、使用者の届出にあたり、

使用者本人に本規約の内容を示し、理解を

させた上で承認を得させるものとします。 

８．会員は、管理責任者をして、カード利用

単位に所属する使用者の届出、追加、退会、

変更等の手続き、及びカード利用枠の届出、

変更等の手続きを行わせるものとします。 



者の届出、追加、退会、変更等の手続き、及

びカード利用枠の届出、変更等の手続きを

行わせるものとします。 

第３条（カードの貸与と取扱い） 

５．（略） 

第３条（カードの貸与と取扱い） 

５．（略） 

６．カードの発行及びその他の取扱いは、

本規約の定めによる他、当社及び国際提携

組織が定めるカード取扱要領によるものと

します。会員は、カードの発行権及び所有

権が当社にあることを認めるものとしま

す。 

第６条（カードご利用枠） 

（略） 

４．本条に定めるカードご利用枠は、当社

所定の方法により増額できるものとしま

す。但し、会員のカードご利用枠の増額を

会員が希望する場合は、カード担当者また

は管理責任者が当社所定の方法により申込

みいただき当社が適当と認めた場合に増額

するものとします。また使用者のカードご

利用枠の増額を希望する場合は、カード担

当者または管理責任者が当社所定の方法に

より申込みいただき当社が適当と認めた場

合に増額するものとします。 

第６条（カードご利用枠） 

（略） 

４．本条に定めるカードご利用枠は、当社

所定の方法により増額できるものとしま

す。但し、会員が会員または使用者のカー

ドご利用枠の増額を希望する場合は、管理

責任者が当社所定の方法により申込みいた

だき当社が適当と認めた場合に増額するも

のとします。 

第８条（代金決済） 

（略） 

５．当社は、前４項に定める毎月の支払額

を当月初旬に、当社の定める方法により、

会員または使用者へ請求明細書にかかる情

報を連携し、通知します。通知を受けた後

１０日以内に当社に対して異議の申し立て

がない場合には、請求明細書の内容につい

て承認したものとみなします。 

第８条（代金決済） 

（略） 

５．当社は、前４項に定める毎月の支払額

を当月初旬に、会員または使用者の届出の

住所へ請求明細書を送付し、通知します。

通知を受けた後１０日以内に当社に対して

異議の申し立てがない場合には、請求明細

書の内容について承認したものとみなしま

す。 

第１１条（退会） 

１．会員が退会をする場合は、カード担当

者が所定の方法により当社の指定する金融

第１１条（退会） 

１．会員が退会をする場合は、管理責任者

が所定の方法により当社の指定する金融機



機関または当社に届け出るものとします。

この場合、当社が必要と認めた場合には、

全カード及びチケット等を当社に返却する

ものとし、会員は、使用者全員の債務の全

額を直ちに支払うものとします。 

２．使用者が退会をする場合は、カード担

当者または管理責任者が所定の方法により

当社の指定する金融機関または当社に届け

出るものとします。この場合、当社が必要

と認めた場合には、全カード及びチケット

等を当社に返却するものとし、会員は、当

該使用者の債務の全額を直ちに支払うもの

とします。 

関または当社に届け出るものとします。こ

の場合、当社が必要と認めた場合には、全

カード及びチケット等を当社に返却するも

のとし、会員は、使用者全員の債務の全額

を直ちに支払うものとします。 

２．使用者が退会をする場合は、管理責任

者が所定の方法により当社の指定する金融

機関または当社に届け出るものとします。

この場合、当社が必要と認めた場合には、

全カード及びチケット等を当社に返却する

ものとし、会員は、当該使用者の債務の全

額を直ちに支払うものとします。 

第１４条（期限の利益の喪失） 

２．（略） 

（４）会員が会員資格を取り消された場合

または使用者が使用者資格を取り消された

場合（ただし、第１２条４項第８号の事由

に基づく場合を除きます） 

第１４条（期限の利益の喪失） 

２．（略） 

（４）会員が会員資格を取り消された場合

または使用者が使用者資格を取り消された

場合 

第１８条（カードの再発行） 

カードを紛失・盗難、毀損、滅失等した場合

には、当社所定の方法で届け出を行い、当

社が適当と認めた場合に限り再発行いたし

ます。この場合、会員または使用者は当社

所定のカード再発行手数料を支払うものと

します。 

第１８条（カードの再発行） 

カードを紛失・盗難、毀損、滅失等した場合

には、当社所定の届けを提出していただき

当社が適当と認めた場合に限り再発行いた

します。この場合、会員または使用者は当

社所定のカード再発行手数料を支払うもの

とします。 

第２０条（届出事項の変更等） 

１．当社に届け出たカード担当者、管理責

任者、使用者、住所、連絡先、代金決済口

座、氏名、電話番号、電子メールアドレス、

事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を

行う目的、会員の実質的支配者、その他の

項目（以下総称して「届出事項」という）等

に関する情報に変更が生じた場合、会員は

当社が適当と認めた方法により遅滞なく当

社の指定する金融機関または当社宛に所定

第２０条（届出事項の変更等） 

１．当社に届け出た管理責任者、使用者、住

所、連絡先、代金決済口座、氏名、電話番

号、電子メールアドレス、事業の内容、職

業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員

の実質的支配者、その他の項目（以下総称

して「届出事項」という）等に関する情報に

変更が生じた場合は、当社が適当と認めた

方法により会員または管理責任者、使用者

が遅滞なく当社の指定する金融機関または



 

の方法により届け出るものとします。  当社宛に所定の方法により届け出るものと

します。但し、当社が適当と認めた場合に

は、電話等で届け出ることもできます。   


